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１．平成 28 年度の検討委員会等の取組について 

※検討する内容や開催時期が変更になる可能性があります。 

主な検討項目 鎌倉市交通計画検討委員会 鎌倉市交通計画検討委員会・専門部会 特別委員会・幹事会 
（仮称）鎌倉ロードプライシングに特化した検討 

※平成 28 年度に関連する第 10 回

検討委員会以降の取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な検討項目】 

 

Ⅰ.実態調査、アンケート調査 

1.実施方針、アンケート調査票 

 

Ⅱ.交通市民憲章（案） 

 

Ⅲ.20 の施策等 

1.総合的な交通情報、プロモーション 

2.歩行者尊重道路 

3.ゾーンシステム 等 

 

Ⅳ.（仮称）鎌倉ロードプライシング 

1.課金の方向性 

・課金対象エリア 

・課金パターン 

・課金の使途等 

2.導入後の効果や課題分析 

（別途実施する交通量調査やアン

ケート調査結果の活用） 

第 20 回（平成 27 年 9 月 日）予定 
 導入効果の予測等に向けた各種調査の実施方針 
（各種アンケート設計） 

第 11 回（平成 2８年 11 月 7 日） 
・ 平成 28 年度の進め方、検討方針 
・ 交通市民憲章（案） 

【報告事項】 
・ 交通量調査、アンケート調査の中間報告 
・ 特別委員会・幹事会 

第 2７回（平成 29 年 2 月 7 日） 
・ 歩行者尊重道路 

第 12 回（平成 29 年３月 15 日） 
・ 歩行者尊重道路 

【報告事項】 

・ 交通量調査、アンケート調査結果の報告 

・ (仮称)鎌倉ロードプライシングの検討状況 

第２回 特別委員会 

（平成29年1月25日） 

・(仮称)鎌倉ロードプライシングの 

骨子（法制度、課金パターン等） 

第３回 幹事会 

（平成 28 年 8 月 3 日） 

・ (仮称)鎌倉ロードプライシングの

骨子(法制度、課金パターン等) 

第 10 回（平成 2８年 2 月 4 日） 
・ 平成 27 年度の取組み状況 

・ 平成 27 年度の検討委員会・専門部会の進め方 

・ （仮称）鎌倉ロードプライシングの検討状況 

・ 市民憲章（案） 

第 2８回（平成 29 年４月以降予定） 
・ (仮称)鎌倉ロードプライシング導入後の効果や課題分析 

・ 総合的な交通情報、プロモーション 

第 2６回（平成 28 年 12 月 14 日） 
・ 歩行者尊重道路 

第 25 回（平成 28 年 10 月 17 日） 
・ 歩行者尊重道路 

第 24 回（平成 28 年７月 28 日） 
・ 平成 28 年度の進め方、検討方針 

・ 実態調査、アンケート調査の実施方針 

第 4 回 幹事会 

（平成 28 年 10 月 3 日） 

・ (仮称)鎌倉ロードプライシングの

骨子(法制度、課金パターン等) 

第 22 回（平成 28 年 2 月 23 日） 
第 23 回（平成 28 年 3 月 23 日） 

 市民憲章（案）等 

  

９月 17 日（土）古都鎌倉の交通実態を把握するための実態調査、アンケート調査の実施 

平成 29 年度以降 



 

２ 

 

２．歩行者尊重道路について 

１）「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言」（平成 8 年）の歩行者尊重道路について 

 

図.20 の施策及び新たな施策の計画図 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言」（平成 8 年 5 月 鎌倉地域交通計画研究会）における 20 の施策において、４路線が

歩行者尊重道路に位置付けられています。 

 歩行者尊重道路は、鎌倉地域の生活道路において、安全・安心な歩行者優先の道路空間を確保するため、自動車の速度抑制や歩

行者を尊重する道路です。 

歩行者尊重道路の施策の内容 

 道路名称 施策の内容 

A 

今小路通り

での歩行者

系道路整備 

鎌倉駅西口での交通静穏化、藤沢鎌倉線での

自動車交通量の削減を図るために、歩行者に

重視した再整備を行う 

B 

小町大路で

の歩行者系

道路整備 

小町地域での交通静穏化を図るために、歩行

者に重視した再整備を行う 

C 

海浜公園か

ら周辺観光

拠点間での

歩行者系道

路整備 

パークアンドバスライドの拠点となる海浜公

園からは長谷寺や大仏等の観光拠点及び材木

座へは徒歩圏に含まれる 

このため、海浜公園から周辺観光拠点に至る

道路を歩行者に重視した再整備を行う 

D 

江ノ電長谷

駅前道路で

の歩行者系

道路整備 

江ノ電長谷駅から長谷寺や大仏への観光客が

歩道から車道部に溢れているため、歩行者に

重視した再整備を行う 

なお、本計画の精神が湘南地域全体に波及し、

周辺の道路で交通量を受け持てる状況になっ

た段階では、日祭日に時間規制等による歩行

者天国化を検討する。 

 

A 

B 

C 

D 

図.20 の施策 
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２）歩行者尊重道路に関する専門部会の主な議論の内容 

 

開催状況 主な議題 内容と主な意見 

第 25 回 専門部会 

（平成28年10月17日） 

 

１）検討の進め方 

２）歩行環境の問題・課題について 

３）主要な歩行者ネットワークについて 

 歩行者ネットワーク、歩行者尊重道路、請願道路、鎌倉市都市計画マスタープランの生活道

路の枠組みや関係性の整理、専門部会で議論する道路の明確化について 

 歩行者尊重道路の機能を確保するための行政の体制について 

 平成 8 年の提言書以降の国等の取組み（交通バリアフリー、自転車利用環境創出ガイドライ

ン、凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準等）の共有について など 

第 26 回 専門部会 

（平成28年12月14日） 

1．歩行者尊重道路計画の進め方について 

2．歩行者尊重道路の検討方針 

１）歩行者尊重道路の道路状況や機能の確認 

２）歩行者尊重道路と同様な役割を担う道路

有無の確認 

３）施策メニュ―、過去の今小路通りの社会

実験、国の新たな技術基準等の情報共有 

４）歩行者尊重道路の検討方針(案) 

 検討委員会で議論する歩行者尊重道路の範囲について 

 事業の道筋や整備優先度の検討の必要性について 

 生活者や観光客が危険を感じている道路について（江ノ電長谷駅から大仏までの区間） 

 歩行者尊重道路と同様の役割を担う道路について 

①二の鳥居から JR の踏切を渡って今小路通りまでの道 

②下馬のガード下から江ノ電の踏切を渡って御成小学校の前に出る道 

 歩行者尊重道路は基本的に休日交通への対応であり、平日の通学対策は別途必要であること

について 

 歩行者尊重道路の認知度について 

 近年のハンプ（凸部）の性能についての共通認識が必要であることに 

 歩行者尊重道路が目標にする自動車の通行速度やハンプ（凸部）の設置間隔等の設定について 

 など 

第 27 回 専門部会 

（平成29年2月7日） 

1．歩行者尊重道路計画（案）について 

１）鎌倉地域の歩行環境の向上策の基本的な

考え方 

２）定義 

３）計画から事業までの道筋 

４）道路の位置づけ 

５）整備方針（案） 

６）優先整備路線の評価基準（案）  

 沿道自治会の役割を明確にすることが必要であることについて 

 歩行者尊重道路入口の周知方法について 

 整備優先順位の考え方について（評価基準のみで評価、要望のあった路線から実施） 

 自動車の速度が出やすい道路について（小町大路） 

 沿道地域を巻き込んだ事業の進め方について 

 歩行者尊重道路の事業評価について など 



 

４ 

 

３）本日の主な論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪歩行者尊重道路を検討する背景について≫  

歩行者尊重道路は、平成８年に策定した「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言」に位置づけた以降、以下のような取組が進められたことや取り巻く環境が変化したことから、その実施に向け

基本的な考え方を検討します。 

 今小路通りの社会実験の実施による施策効果 

 今小路通りは一部歩道が整備されたこと 

 「子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じるよう、鎌倉市に対して、働きかけることを求める請願書」（以下、「請願書」という）が

平成 28 年 6 月議会で採択されたこと 

 国の施策においてハンプ（凸部）等の新たな技術基準等が作成されこと など 

≪第12回検討委員会の主な論点≫  

① 計画から事業までの道すじと「検討委員会、専門部会」、「沿道自治会」、「鎌倉市」各々の役割について、計画を
着実に進めるために追加、修正すべき視点がないか、どのようなことに注意が必要かを議論します（本資料６頁
の内容）。 

② 歩行者尊重道路の選定基準（案）について、新たな道路の歩行者尊重道路への位置づけや、今後新たに位置づけ
る場合に選定基準に問題がないかを議論します（本資料７頁の内容）。 

③整備方針や優先的に整備すべき路線の考え方について議論します（本資料 9～11頁の内容）。 

 

「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言」（平成8年）に位置づけている歩行者尊重道路について議論します。 

 

≪第２５～２７回専門部会での歩行者尊重道路の検討について≫  

 歩行者尊重道路（案）の計画から、事業までの道すじや沿道自治会等との役割分担を検討しました。 

 歩行者尊重道路４路線の道路状況や機能を再確認し、同等の機能を持つ道路がないかを検証するため、歩行者尊重道路の選定基準（案）

を策定しました。 

 歩行者尊重道路の選定基準（案）に基づき、同等の機能を持つ新たな歩行者尊重道路（案）を位置づけました。 

 歩行者尊重道路全体に関わる整備方針や整備の優先順位※の考え方を検討しました。 

※整備の優先順位については結論に至っておらず現在議論を進めています 
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４）歩行者尊重道路整備計画（案）について 

（１）鎌倉地域の歩行環境の向上策の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活道路】 

歩行者尊重道路は基本的に生活道路であり、歩道が設置されて

おらず、自動車と歩行者が混在しています。 

路側帯のカラー舗装やイメージハン

プ等により、歩行空間の確保を図って

いますが、自動車が相互ですれ違えな

い場合などはカラー舗装内に自動車

がはみ出し通行することもあります。

こうした道路は、（仮称）鎌倉ロード

プライシング等の自動車の抑制策を

実施しても、ドライバーの意識を変え

ないと安全性の確保が難しいことか

ら、生活道路の中でも特に、交通の流

入が想定される道路は、歩行者尊重道

路に位置付け、自動車の速度抑制等を

めざします。 

 

【自動車の幹線機能を担う道路】 

自動車の幹線機能を担う国県道等（骨

格的な道路、地域間を結ぶ主要道路）

は、基本的に歩道が整備され、これ以

上道路を広げて歩行空間を確保する

ことは短期的には困難です。 

このため、歩行者の安全性の向上は、短期的には（仮称）鎌倉

ロードプライシング等の施策により、自動車交通量を抑制し、

歩行者と自動車の錯綜機会の減少をめざすとともに、長期的に

は歩道の拡幅等をめざします。 

 

図.鎌倉市都市マスタープランの幹線道路網体系図 

資料：「鎌倉市都市マスタープラン（平成 27 年 9 月）」を基に作成 

稲村ヶ崎小学校付近 

県道藤沢鎌倉線 

歩行者尊重道路・小町大路 
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（２）計画から事業までの道すじ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.歩行者尊重道路の計画から事業までの道筋 

■鎌倉市➾事業実施等

路側帯のカラー舗装
（現在進めているスクールゾーン対策）

≪平日の通学路対策等≫

通学路対策等の必要性の検証★
既存施策、休日の対策以上の施策

（例えば自動車進入禁止等）の必要有無

■検討委員会・専門部会➾計画作成

整備順位の高い道路から
具体的な整備計画（案）の作成

⑤鎌倉市と協働で具体的な整備計画
の作成

⑥社会実験等を通して効果と課題の
確認

⑦必要に応じて具体的な整備計画の
見直し

■沿道自治会

　　社会実験の実施（必要に応じて）
課題・効果検証★

歩行者尊重道路の位置づけ

本格実施

課題・効果の検証★

取組みの見直し（必要に応じて）

■歩行者尊重道路整備計画の策定
①歩行者尊重道路の選定基準
②整備方針
③優先整備路線の基準

歩行者尊重道路のＰＲ展開

（優先順位の高い路線から順次対応）

整備の優先順位の決定★

意見交換等
（必要に応じて歩行者尊重道路専門部会等の設置）

他の計画に活かすための
課題・効果のストック

関係機関

・道路管理者
・交通管理者
・交通事業者

協議
調整

★実施に際しては、自動車と歩行者の交通量や自動車の走行速度等の実態把握が必要

位置づけの要望

想定しているPR活動の検討
・位置図（マップ）の作成・公表
・入口看板等の設置
・カーナビへのハンプ（凸部）等設置箇所の情報案内のお願い
・市役所等の横断歩道前にハンプ（凸部）の設置※　等
（※関係機関への働きかけ等を含め実現方策を検討）

サ
クル

イ

Ａ
Ｃ

Ｐ
Ｄ

①交通環境の変化等に伴う
新たな歩行者尊重道路の追加要望

②入口看板等の設置協力
③ハンプ（凸部）等の実体験等をとお
して、整備計画への理解を深める

④整備要望
（基本的には①要望があれば④整備要望を含む）

整備の要望
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（３）歩行者尊重道路の選定基準（案） 

 

①歩行者尊重道路の選定基準 

内容 備考 

 「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言」で位置付けた歩行者尊重道路の道路状況や機能を整理し、歩行者尊重道

路に位置付ける選定基準を検討しました。 

 歩行者尊重道路の選定基準（案）は次の全てに該当する道路です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※歩行者尊重道路は、歩行者

を積極的に誘導する道路では

なく、歩行者と自動車が共存

せざるを得ない道路におい

て、歩行の安全性を確保する

ために、ドライバーが歩行者

を尊重して通行するよう促す

道路 

 

歩行者尊重道路に位置付けられると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選定基準】（案） 

①自動車の幹線機能を担う国県道等以外の道路（生活道路） 

②起終点のいずれかが国県道等の幹線道路と信号交差点で接続し、道路幅員が概ね５ｍ以上あり流入

交通が進入しやすい道路（抜け道に利用される道路） 

③歩道が整備されていない又は歩道が狭く車道にはみ出す区間を多く含む道路 

④路線バスが運行していない又は 1日に１本程度しか運行していない道路 

 

【歩行者尊重道路としての取組】 

①市民や来訪者からの理解を広く求めるため、ＰＲ活動を展開します。 

②誰もが一目で分かるよう舗装の素材の工夫や道路入口への看板等の設置を 

検討します。 

③自動車の通行や走行速度の抑制を図るための施策を検討します。 

④歩道がある区間は必要に応じて波打ち歩道等の解消をめざします。 

道路入口の看板ｲﾒｰｼﾞ 

出典：生活道路のｿﾞｰﾝ対策ﾏﾆｭｱﾙ 

今よりも自動車交通量が減少することや、自動車がスピードを落として通行することで、安心して歩

けることが期待されます 

≪ 速度抑制効果の実績≫  

平成22年3月に実施した今小

路通りの社会実験ではカラー

コーンを設置し歩行空間を広

げたことで、自動車の速度抑制

効果があった 

寿福寺前交差点方面【休日】 

25.7㎞/h➾19.8㎞/h 

（▲約 2割減） 

六地蔵交差点方面【平日】 

32.2㎞/h➾23.6㎞/h 

（▲約 3割減） 
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②歩行者尊重道路（案） 

 

 

 

 

 

 

区分 名称 備考 

平成8年の

鎌倉地域

の地区交

通計画に

関する提

言に位置

付けられ

ている歩

行者尊重

道路 

①今小路通り  

②小町大路 請願書を受け鎌倉郵便局

前交差点から小町大路間

を結ぶ道路を追加 
③海浜公園～周辺観光
拠点間道路 

都市計画道路として整備

されている海浜公園前交

差点以南の区間は歩道が

確保されていることから

歩行者尊重道路の位置づ

けを解除 
④江ノ電長谷駅前道路  

追加した

歩行者尊

重道路 

⑤稲村ヶ崎駅近隣～極
楽寺駅～極楽寺切通
し～坂ノ下に抜ける
道路 

請願書を受けて追加 

⑥佐助一丁目信号～御成
中学校前～鎌倉女学院
前に抜ける道路 

〃 

⑦県道藤沢鎌倉線から
長谷大谷戸交差点に
抜ける道路 

〃 

⑧御成小学校前交差点
から若宮大路横須賀
線高架下付近に抜け
る道路 

専門部会での意見を踏ま

え追加 

⑨二の鳥居前交差点か
ら鎌工会館ビルに抜
ける道路 

 

20の施策に位置づけられた4路線（下表①～④）に加え、「子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じるよう、鎌倉

市に対して、働きかけることを求める請願書」（以下、「請願書」という）（平成28年6月議会で採択）に示されている①～④との重複を除く３路線（下表

⑤～⑦）、専門部会で意見のあった下表⑧・⑨の２路線は選定基準（案）に該当することから、これら９路線を歩行者尊重道路候補路線として選定します。 

 

図.歩行者尊重道路の位置づけ（案）  
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（４）整備方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本的な考え方≫ 
 歩行者尊重道路は、休日の自動車利用抑制策を実施しても流入車両等により一定の交通量が予測される道路であり、歩行者優先の

道路空間の確保に向け運転手の低速な運転を促すことが必要です。 

 一方、道路が限定された鎌倉地域において、歩行者尊重道路は、市民生活を支える国県道等への連絡や沿道施設へ連絡等の自動車

の通行機能を担っています。実態や施策の効果を確かめつつ、自動車の利便性が著しく低下しない配慮が必要だと考えています。 
 

≪整備方針≫ 

 歩行者尊重道路等は、自動車交通量の削減、自動車の速度抑制、出会い頭の交通事故の減少を目標とします。 

 歩道が整備されている区間は、歩行環境の充実をめざします。 

【交差点及び単路部の施策の方向性】 

 分類 施策の方向性 施策メニュー 

交差点 

 

 

自動車の円滑な処理が必要

な国県道等から歩行者尊重

道路等に進入する交差点 

国県道等の自動車のスムーズな通行を損なわないようにするた

め、物理的なデバイス等を用いずに、歩行者尊重道路等に進入

する認識を高め交通安全の注意を喚起する。 

 道路入口看板、法定外路面標示 

 カラー舗装によるイメージハ

ンプ 等 

舗装の素

材の工夫 

交通規制 

歩行者尊重道路間の無信

号交差点 

交差点を明確にし、速度抑制を図るとともに、出会い頭等の交

通事故の発生を抑制する注意を喚起する。 

 交差点クロスマーク 

 交差点ハンプ（凸部） 

  

単路部 歩道が未設置の道路区間  

 

 

 

 

 

 

信号交差点間等を1つの区間と捉え、物

理的なデバイスを設置し、自動車の速度

抑制を図る。なお、踏切や横断歩道は一

時停止により速度抑制が図られることか

ら、その位置を踏まえ設置を検討する。 

 路側帯のカラー舗装 

 ハンプ（凸部）、狭窄部、シケ

イン（屈曲部） 等 

 

  

片側歩道の区間 歩道が未設置の道路区間との接続にお
いて、速度抑制を図る。 

 ハンプ（凸部）、狭窄部、シケ
イン（屈曲部）等 

両側歩道の区間 
（江ノ電長谷駅前） 

波打ち歩道の解消を図る。  フラット歩道の整備 
 裏道の活用 等 
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凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.歩行者尊重道路の整備方針（案） 

 

路側帯のカラー舗装やハンプ（凸部）、狭窄
部、シケイン（屈曲部）等を検討 

平成 22 年に実施した社会実験結果の効果を踏まえつつ、
ハンプ（凸部）、狭窄部、シケイン（屈曲部）等を検討 

片側歩道区間 

現在の狭窄部等を活かしな
がら、交差点・単路部のハ
ンプ（凸部）等を検討 

車道部幅員が 4ｍを下回らない範囲で、
路側帯のカラー舗装を検討 
ハンプ（凸部）、狭窄部、シケイン（屈曲
部）等を検討 

両側に歩道があることから、大仏まで
を含めフラット歩道を検討 

交差点のハンプ（凸部）、単路部のハンプ（凸部）、

狭窄部、シケイン（屈曲部）等を検討 

踏切や横断歩道の位置を踏まえつつ、ハンプ（凸
部）、狭窄部、シケイン（屈曲部）等を検討 

裏道の活用を検討 

踏切位置を踏まえつつ、ハンプ（凸部）、狭窄部、シ
ケイン（屈曲部）等を検討 

ハンプ（凸部）、狭窄部、シケイン（屈曲部）の設置に関して 

 ハンプ（凸部）の設置場所は、沿道への出入りへの影響が少なく

合意が得やすい交差点での設置を第一とし、必要性や実現性

が認められる場合は単路部での設置を検討 

 狭窄部、シケイン(屈曲部)は、車道幅員に応じて検討 

 

二輪車を除く

進入禁止 

踏切や横断歩道の位置を踏まえつつ、ハンプ（凸
部）、狭窄部、シケイン（屈曲部）等を検討 

道路入口看板、
カラー舗装に
よるイメージ
ハンプ等を検
討 

路側帯のカラ
ー舗装を検討 

交差点ハンプ
（凸部） 
交差点クロス
マークを検討 

スムース歩道
等を検討 

電柱を利用した狭窄部 

イメージ（神奈川県厚木市） 

スムース歩道 

イメージ図 

イメージ（福島県喜多方市） 

出典：福島県 HP 

道路入口の看板ｲﾒｰｼﾞ 

出典：生活道路のｿﾞｰﾝ対策マニュアル 

道路舗装の工夫 

イメージ（東京都中央区日本橋室町） 



 

11 

 

 

（５）優先整備路線の評価基準の考え方（※専門部会で議論を進めています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本的な考え方≫ 
 歩行者尊重道路の整備は、優先整備路線の評価基準より定めた優先順

位に基づき、舗装の打換えや改良事業、沿道開発等との整備時期との

整合性を踏まえ検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆優先整備路線の評価基準の考え方 

視点 評価項目 評価内容 
事故対策 これ以上の交通事故が起き

ないよう対策を講じる 

①歩行者に係る交通事故の

発生件数 

交通事故の発生件数が多い程、整備の優先度が高いと評価 

事故防止 危険を感じる道路やスピー

ドが出やすい道路に対し、

交通事故を未然に防ぐ 

②ヒヤリハットの回数 自動車プローブデータ等から、急ブレーキ回数が多い程、整備の優先度が高いと評価 

③歩道の整備状況 歩道が整備されていない道路は整備の優先度が高いと評価 

④自動車の走行速度 自動車の通行速度が速い程、事故への危険性が高いため、整備の優先度が高いと評価 

⑤歩行者交通量 歩行者交通量が多い程、整備の優先度が高いと評価 

⑥自動車交通量 

（１日の交通量） 

自動車交通量が多い程、整備の優先度が高いと評価 

（道路構造令で自動車交通量が多い程、車道幅員や歩道確保が必要になるため） 

実施熟度 地元の協力体制が整ってい

る 

⑦地元の要望 地元の要望があるところは、対策の必要性が高く、市民と協働で検討が進めやすいこと

から、整備の優先度が高いと評価 

⑧過去の経緯 過去に社会実験を実施している道路は、これまでの検討結果を活用できることから、整

備の優先度が高いと評価 

上位計画

との整合 

まちづくり計画に位置付け

があるか 

⑨鎌倉市都市マスタープラ

ンの幹線道路網体系 

鎌倉市都市マスタープランの幹線道路網体系図（平成27年9月）に生活道路等に位置付

けられている道路は、まちづくりにおける必要性が高く、整備の優先度が高いと評価 

※これらの評価項目を点数化して各路線ごとの優先順位を明らかにしていきます。 

 

 
 

優先整備路線の設定 

優先整備路線の評価基準（案） 

・事故対策 

・事故防止 

・実施熟度 

・上位計画との整合 

≪外部要因≫：実施時期の整合を図る 

①当該道路に係る関連事業の有無 

②沿道開発等による交通量の変化の有無 

地元からの
要望 

【専門部会での主な意見】 

・ 優先整備路線の評価基準のみで優先順位を決めた方が分かりやすい。 

→意見を踏まえ一部評価方法を修正 

・ 地元の要望があるところから整備すれば良いのでないか。 

・ 鎌倉地域の中で小町大路は自動車のスピードが出やすい。 

・ 地区交通計画全体との整合を考えるべきである。 

・ 北鎌倉や長谷観音の前の県道は一番人が溜まり危険である。市道ではないので

整備できないということではなく、状況を共有し市と県で協働で検討すべきで

ある。 

図.優先整備路線の設定フロー 
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３．交通量調査、アンケート調査結果について 

１）調査概要 
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２）調査結果 

イ）自動車交通量 

    平成 8 年と平成 28年断面交通量の比較              ※平成 8年の鎌倉地域区分により平成 28 年と平成 8 年を比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年の鎌倉地域にか

かる全ての道路の断面交通

量の合計は、平成8年に比べ

約5％減少しています。 
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参考.調査日の渋滞状況 

交通量調査当日（平成２８年９月１７日（土））の鎌倉地域の交通渋滞状況を、（公財）日本道路交通情報センターのＶＩＣＳデータの「渋滞+混雑」を用いて整理する。

（渋滞：速度が 10 ㎞/h 以下、混雑：20 ㎞/h以下）。なお、今後、平成 28 年の 1年間における交通渋滞＋混雑量の日別の比較を行い、調査当日の交通渋滞の状況

を確認する。 

午前 10 時台 午前 11 時台 午後 12 時台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

午後 1 時台 午後２時台 午後 3 時台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：（公財）日本道路交通情報センター 地図情報：パスコ 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 

八幡宮前交差点 

明石橋交差点 
下馬交差点 

滑川交差点 



 

15 

 

 

ロ）駐車場の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉地域内の一般来訪者が利用可能な駐車場は約3,200

台です。 

コインパーキング：自動精算による有料駐車場 

店舗等専用駐車場：店舗などに併設された、店舗利用者専用の駐車場（無料） 

店舗等併用駐車場：店舗などに併設され、且つ、店舗利用者以外も利用可能な駐車場（有料） 

駐車場：上記以外の一般利用可能な有料駐車場 

軒下パーキング：住宅の空き駐車場を利用した有料駐車場 

月極駐車場：月極契約制の駐車場(一般来訪者利用不可) 

休日

時間
貸し

月極
店舗
無料

時間
貸し

月極
店舗
無料

時間
貸し

無料
時間
貸し

店舗
無料

コインパーキング 104 1,488 42 2 7 12 8
店舗等専用駐車場 91 7 521 6 2 1 14
店舗等併用駐車場 45 830 20 20 4
駐車場 13 230 60 7 2 40
軒下パーキング 13 21
月極駐車場 189 1,899 6 4

2,569 2,008 536 29 4 6 74 1 12 14

一般来訪者駐車可能台数(月極・観光バス以外)

一般車(台) 軽自動車(台)
観光バス
(台)

障害者(台)

合計 455
5,113 39 75

3,166

26

駐車場タイプ
箇所
数
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ハ）アンケート調査結果 

アンケート調査は、市民や来訪者等の属性毎に別のアンケートを実施していますが、違

いを比較するため、いくつかの質問を同一の内容としています。以下に主要なアンケート

結果を整理します。 

ETC車載器の設置状況 

問．【アンケート対象：市民、来訪者】普段お使いになる車（来訪者は本日運転している車）

のETC〔自動料金支払いシステム〕車載器の設置状況等についてお伺いします。 

 

 

 

①車載器は付いていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ETC カードの利用・保有状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※来訪者（自動車利用）は居住地が市外のみを対象に集計（以下、同様） 

 

鎌倉地域の交通渋滞 

問．【アンケート対象：市民】休日（土日祝日）の鎌倉地域の交通渋滞についてどのように

お考えですか？あなたのお考えに最も近いもの１つをお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問．【アンケート対象：来訪者】休日（土日祝日）の鎌倉の交通渋滞についてどのようにお

考えですか？あなたのお考えに最も近いもの１つお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 鎌倉地域以外の市民が普段利用する車の約６割、平成 28 年 9 月 17 日（土）

に市外から来訪した人の約９割は ETC を設置 

 ETC を設置している車の約７～９割は、車を乗る時に ETC カードを常時保有 

 

 鎌倉地域の居住者は「深刻であり対策が必要」が約４割で最も高く、「やや深刻

であり、対策が必要」を合わせると約７割の人が対策を必要としている 

 鎌倉地域外の居住者は、鎌倉地域の居住者に比べ「深刻であり対策が必要」

が約３割でやや低いものの、「やや深刻であり、対策が必要」を合わせると約

７割の人が対策を必要としている 

 

 

 「避けるための対策を取りようがないので何とかしてほしい」の割合は平成 28

年が約 3 割であり、平成 8 年に比べ低下 

77.0

75.3

75.9

64.7

87.5

90.9

20.1

21.7

19.5

30.2

11.3

4.5

1.3

2.3

2.3

2.6

0.6

4.5

1.6

0.3

0.6

0.3

2.3

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 3 1 3 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 3 0 4 )

事業所地域内

(N = 8 7 )

事業所地域外

(N= 116 )

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 6 0 )

買物

(N = 2 2 )

車に乗る時は常時持っている 高速道路等を利用する時に持っている 持っていない その他 無回答

43.9

34.8

34.3

31.2

29.5

40.2

26.7

35.5

20.9

21.4

29.2

22.6

4.3

2.1

5.8

3.7

1.4

1.4

4.0

7.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 4 8 5 )

事業所地域内

(N = 3 2 9 )

事業所地域外

(N = 3 0 1 )

深刻であり、対策が必要 やや深刻であり、対策が必要 やや深刻であるが、許容できる程度 深刻ではない 無回答

27.4

49.9

11.3

25.8

32.3

19.3

20.4

3.5

2.2

1.4

6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 8 6 )

来訪者 (自動車利用 )

(平成8年 )

避けるための対策を取りようがないので何とかしてほしい

裏道などを利用することにより、ある程度避けることができる

ひどい時間帯もあるが、それ以外はあまり気にならない

我慢できる程度である

ほとんど気にならない

無回答

55.9

62.7

30.3

43.9

86.0

81.5

15.9

18.8

21.1

35.0

8.6

3.7

28.2

18.6

48.6

21.1

5.4

14.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者…

鎌倉地域以外の居住者…

事業所地域内…

事業所地域外…

来訪者 (自動車利用 )…

買物…

付いている 付いていない 無回答
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（仮称）鎌倉ロードプライシングについて 

問．【アンケート対象：市民】休日（土日祝日）の自動車利用の抑制策についてお聞きしま

す。鎌倉市が（仮称）鎌倉ロードプライシングの検討を進めていることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問．【アンケート対象：市民】（仮称）鎌倉ロードプライシングは、すべての土曜日、日祝

日（１年間に１２０日程度）の午前８時～午後４時を基本に、鎌倉地域に流入する自動

車への課金を検討していますが、あなたのお考えに最も近いもの１つお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問．【アンケート対象：市民】（前記質問で）「２．条件によっては、市民も課金の対象としても良

いと思う」とお答えになった方にお聞きします。どのような条件が大切だと考えますか。該当す

る全てに○を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問.【アンケート対象：市民】（仮称）鎌倉ロードプライシングの導入に向け、来訪者の理

解を高めるために、市民の過度な自動車利用を控えることを促す方法として、来訪者の

課金額の１割程度の料金（例えば 100 円）を徴収する考え方もあります。あなたのお考

えに最も近いもの１つお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.3

28.7

50.8

34.2

53.0

68.2

45.9

62.1

2.7

3.1

3.3

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 4 8 5 )

事業所地域内

(N = 3 2 9 )

事業所地域外

(N = 3 0 1 )

知っている 知らない 無回答

 鎌倉地域の居住者、事業者は、地域外に比べ感心が高く、居住者の約４割、事業者

の約５割は検討を進めていることを知っている。 

 但し、鎌倉地域の事業所以外は、検討を進めていることを知らない割合の方が高い。 

 「考え方は理解できるが、やはり市民は課金の対象外とすべきだと思う」の割

合が最も高く約６～７割を占める 

 鎌倉地域外の居住者は、他に比べ「条件によっては市民も課金の対象として良

い」の割合が最も高く約２割 

4.3

8.7

5.5

3.0

10.4

19.2

7.3

9.0

72.0

61.9

66.3

68.8

3.4

3.7

7.3

6.3

6.8

5.2

11.2

9.0

3.2

1.4

2.4

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N= 485 )

事業所地域内

(N = 3 2 9 )

事業所地域外

(N = 3 0 1 )

原則的に全ての自動車を課金の対象とすべきであり、市民も対象とすることはやむを得ないと思う

条件によっては、市民も課金の対象としても良いと思う

考え方は理解できるが、やはり市民は課金の対象外とすべきだと思う

わからない

その他

無回答

10.3

4.3

4.2

11.1

60.3

53.8

50.0

44.4

58.6

41.9

45.8

51.9

51.7

52.7

45.8

22.2

3.4

17.2

33.3

14.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

鎌倉地域の居住者

(N = 5 8 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 9 3 )

事業所地域内

(N = 2 4 )

事業所地域外

(N= 27 )

(%)

実施日がもう少し限

定されていること

料金が安いこと

料金徴収がスムーズ

であること

代替の公共交通の

サービスが向上して

いること

その他

 「実施日がもう少し限定されていること」の割合は他に比べ低い 

 鎌倉地域以外の居住者は、「料金が安いこと」と「代替の公共交通のサービス

が向上していること」の割合がほぼ同じである 

 

 鎌倉地域以外の居住者を除くその他の回答では、「考え方に賛同できない」割合が

３～４割で最も高い一方、約２～３割の人が「考え方に賛同して自動車利用を控え

る」と回答 

 鎌倉地域以外の居住者は、他に比べ「考え方に賛同して自動車利用を控える」割合

が高い 

25.0

41.0

24.0

24.3

9.3

10.9

7.3

13.6

42.1

24.7

38.0

30.9

11.4

14.2

17.6

19.9

6.8

4.9

4.9

3.3

5.4

4.1

8.2

8.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 4 8 5 )

事業所地域内

(N = 3 2 9 )

事業所地域外

(N = 3 0 1 )

考え方賛同、自動車利用控える 考え方賛同、料金払って自動車利用

考え方賛同できない わからない

その他 無回答
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問．【アンケート対象：来訪者】休日（土日祝日）の鎌倉の交通渋滞についてどのようにお考

えですか？休日に鎌倉地域に入る自動車に対して料金を徴収し、自動車利用の抑制を促すこ

とに賛成できますか。あなたのお考えに最も近いもの１つお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問．【アンケート対象：来訪者】料金を払うことにより交通渋滞のない道路を走行できると

した場合、徴収する金額により、あなたの行動はどのように変化しますか。 

鎌倉地域へ入るごとに徴収される料金が 500 円～2000 円の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場課金について 

問．【アンケート対象：市民、来訪者】福岡県太宰府市では、歴史的文化遺産及び観光資源

等の保全と整備を図るため、駐車場利用者に対し、駐車料金とは別に、100 円の税金を

徴収しています。こうした取組みを自動車利用の抑制策として、鎌倉地域で検討した場

合、あなたのお考え最も近いものを１つお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通渋滞が解消した場合の車利用について 

問．【アンケート対象：市民、来訪者】休日（土日祝日）の鎌倉地域の交通渋滞が解消した場合、自

動車の利用回数は増えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

25.6

9.1

13.9

13.8

11.3

33.4

34.8

59.7

15.4

11.1

3.8

10.7

7.6

5.4

9.5

7.0

10.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 4 8 5 )

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 8 6 )

駐車料金にプラス100円支払うのなら自動車の利用を控える

駐車料金にプラス100円支払うのなら、鎌倉地域以外に行くかもしれない

駐車料金にプラス100円を払って自動車を利用する

わからない

その他

無回答

 鎌倉市民は、「駐車料金にプラス 100 円払うのなら自動車の利用を控える」、「鎌

倉地域以外に行く」の割合が約３～４割であり、鎌倉地域への自動車利用の一定の

抑制効果がみられる 

 一方、来訪者は「100 円払って自動車を利用する」割合が約６割を占め、自動車

利用の抑制効果が市民に比べ低い 

18.2

22.7

9.7

11.0

24.5

16.7

72.3

67.6

75.4

79.4

47.8

43.1

4.5

6.2

12.7

5.6

9.3

5.0

3.5

14.9

9.6

5.6

34.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鎌倉地域の居住者

(N = 5 6 0 )

鎌倉地域以外の居住者

(N = 4 8 5 )

事業所地域内

(N = 3 2 9 )

事業所地域外

(N = 3 0 1 )

来訪者（鉄道）

(N = 4 0 8 )

買物

(N = 7 2 )

増えるかもしれない 変わらない 減るかもしれない その他 無回答

 交通渋滞が解消した場合、鎌倉市の居住者、鉄道を利用している来訪者、買物

客の約２割は自動車の利用回数が「増えるかもしれない」と回答 

 課金が 500 円の場合は、「毎回、料金を払って自動車で来る」割合が最も高

く約４割を占める 

 徴収される料金により「自動車で来ることをやめる」割合は、500 円の場合

が約２割、1000 円の場合が約４割、2000 円の場合が約５割である 

 

37.6

17.2

22.2

7.5

24.2

12.4

18.5

5.9

16.1

38.2

37.0

48.4

22.0

32.3

22.2

38.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 8 6 )

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 8 6 )

買物

(N= 27 )

来訪者 (自動車利用 )

(N = 1 8 6 )

毎回、料金を払って自動車で来る

来訪回数の半分ぐらいは、料金を払ってでも自動車で来る

自動車で来ることをやめる

無回答

500円の場合

1000円の場合

2000円の場合

23.1 34.4 36.0 6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

来訪者 (自動車利用 )

(N= 186 )

効果があり、渋滞をなくせるのなら賛成できる

渋滞緩和の効果と代替移動手段（公共交通）での移動のしやすさの両方が満足されるならば賛成できる

賛成できない

無回答

 「効果があり、渋滞をなくせるのなら賛成できる」割合が 23％、「渋滞緩和

の効果と代替移動手段（公共交通）での移動のしやすさの両方が満足されるな

ら賛成できる」割合が 34％であり、合計で約６割が賛成の意向を示している 
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４．（仮称）鎌倉ロードプライシングの検討状況について 

平成 28 年度（仮称）鎌倉ロードプライシングに係る検討状況（継続検討） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2回 第3回 第4回

　　課金の詳細（検討委員会で検討事項）

対象エリア
■鎌倉地域

■国道134号線は対象外
● 検討

対象日時 ■全ての土日祝日等（年間120日程度） ● 検討

対象時間
■8時から16時を基本とし、終了時間は課金ポイントの交通実態に応じ適切な時

間を設定
● 検討

課金単位 ■１回ごとに課金（課金箇所流入１回につき賦課）する ● 検討

対象者

■鎌倉地域に流入する全ての自動車、二輪車（軽車両を除く）

　ただし、以下を除く

　　　・緊急車両、福祉車両、障がい者の車両

　　　　　（鎌倉市、逗子市、葉山市）

● ● ●

◆有人ゲートでなければ、運転者の特定は困難

◆納税義務者は流入する自動車の使用者とし、支払いの方法でＥＴＣによることも可とする

◆運転者、ＥＴＣ名義人、使用者それぞれの組み合わせがあるが、全てに対応できる必要がある

★課金逃れを追いかけるときはナンバープレートしか手がかりがないため、（車検証上の）車の使用者を課金対象とする必要がある

★納税義務者と課税客体は分ける必要がある

検討

課金パターン（課金額と市民負担）
■市外から流入する車両を1とした場合、市民の負担は0～0.1程度とする

● ● ●

◆エリア内を走る車に区別はないので、市民負担を免除する理由がない

◆タイム課税、曜日課税にするには、外から原因者が入ってい来るからという説明になり、市民に課税する根拠がない

◆市民理解を得るには0とすることが現実的

◆どちらの場合が税の公平性にかなうのか

★課税のやり方、課税根拠、課金の負担のあり方の３つを整える必要が有り、論理的整合性を追求すると市民負担０か

★社会実験的なことをやり、データを取るなどの取組が必要ではないか

　　※　最終的な結論は出ていない

重点

検討

課金の使途
■システムの運営・管理費

■公共交通への転換方策や歩行環境の拡充を図るための道路整備

■商業・観光振興策
● ● ● ★（課金根拠を法定外税とした場合）目的税か普通税かにより使途が異なるので、今後、使途を明確にした上での調整が必要

重点

検討

　課金の方法等（特別委員会、幹事会で検討事項）

法制度

■法定外（目的）税

■税以外（地方自治法で定めのある収入等）

■特区の活用

■道路法との関係

● ● ●

◆法定外普通税と目的税のいずれもが可能かを総務省に確認の上、あらためて税の使途・税目を検証

◆課金という経済手法によって混雑を解消するならば、普通税でも可能である

◆法定外税をつくるには、課税根拠、徴税手法、課税範囲等が揃って同じ説明ができないといけない

◆道路に対する課金ではなく、エリア内に入る際に課金する課税、空間課税として整理する

★法定外目的税の導入の検討を進めるとともに、道路法との関係について整理する

検討

技術的手段
　　　（ETC＋カメラ、カメラのみ等）

■運用面（料金の収受方法、料金の管理体制、公正な徴収方法）

■システム面（基本要件、設置場所調査、設置方法、ETCの利用）

・高速道路型ＥＴＣの活用の検討（セキュリティーの課題）

・ネットワーク型ＥＴＣの活用の検討（開発段階）

・カメラ補足と事前支払いでの対応（膨大な事後処理への対応）

●

◆総務省担当者は、「ETCとカメラ等で課金と徴収が確実にできるシステムでなければならない」という見解

◆カメラ補足の人的負担やコスト面等での検証、ナンバープレートからの車両使用者を特定の可否を検討

◆渋滞等を考えると、一時停止をしての料金徴収することは前提としない

★ETC活用については、さらなる調査・調整

重点

検討

※　オレンジ色の囲み部分は交通計画検討委員会において整理している内容

※　表中の方向性欄、「重点検討」は内部検討を重点的に継続し、「検討」は関係機関との調整を目指す

特別委員会及び幹事会での主な検討概要
（◆は幹事会、★は特別委員会）

内容 方向性検討テーマ

特別委員会幹事会


